
居宅サービス事業所等の従事者が、新型コロナウイルス感染症により自宅

療養中の高齢の患者及び濃厚接触者に直接接し、介護サービスの提供等を行う意思を有する場合

地域の感染状況、医療提供体制の状況等を踏まえ、感染が拡大した場合に、在宅の要介護高齢者や

要支援高齢者が自宅療養を余儀なくされ、こうした者に対する介護サービスの継続が必要となる

ことが考えられると市町村が判断した場合
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場合 １

今回の

point💡

ワクチンの優先接種の順位は、以下の順に国が決定しており、市町村は当該順位に応じて接種を実施する

①医療従事者等 ②高齢者

③高齢者以外で基礎疾患を有する者及び高齢者施設等の従事者

居宅サービス事業所等の従事者は原則、高齢者施設等の従事者に含まれていないが、
下記の全てに該当する場合、含むことが可能

居宅サービス事業所等が、新型コロナウイルス感染症により自宅療養中の高齢の

患者及び濃厚接触者に直接接し、介護サービスの提供等を行う意向を市町村に登録した場合

居宅サービス事業所等の従事者への接種について

場合 2

場合 3

接種順位



居宅サービス事業所等の従事者への接種について
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市町村

居宅サービス
事業所等

居宅サービス
事業所等
従事者

優先接種の対応

決定

予防接種までの流れ・・・

人数把握・
対象者の管理

周知・登録
様式配布

従事者へ
説明・相談

決定

事業所等の意向

決定

従事者の意思

とりまとめ・
リスト保管

署名済
説明文書提出

登録様式
提出

証明書
発行

予防接種

※証明書と接種券を持参

接種券
発行


